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第２期 生物多様性のだ戦略（素案）に対する意見募集の結果について 

 

 

 パブリック・コメント手続によって寄せられた意見と市の考え方は、次のとおり

です。 

 

１ 政策等の題名 

第２期 生物多様性のだ戦略（素案） 

 

２ 意見の募集期間 

令和５年１月５日（木曜日）から令和５年２月３日（金曜日）まで 

 

３ 意見の募集結果 

①提出者数・意見数       ５人   ５件 

②提出方法      直接持参 １人   １件 

            郵送   １人   １件 

            ＦＡＸ  １人   １件 

            Ｅメール ２人   ２件 

③政策等に反映した意見          ２件 

 

４ 意見の概要と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

１ 「生物多様性」のことばが市民

へ浸透していない件について、こ

の言葉は昆虫学・社会生物学者が

作り、生物多様性条約を国連が結

んだため政府が広めようとした

もので、悪いことではないが堅苦

しさがあるので浸透しないので

す。意味は、「豊かな自然」とほ

とんど同義語で、動植物に軸が置

かれている。それぞれの地域の取

り組みとしては条約レベルであ

る必要は全くないと言ってよい

でしょう。この素案の中の全ての

「生物多様性」を「豊かな自然」

に置き換えてみてください。全く

違和感ないはずです。この素案の

大きな見出しだけでも「生物多様

性（豊かな自然）・・・」とする

だけで市民が「ああ、そういうこ

「生物多様性」の言葉が浸透し

ないことは、戦略を策定するに当

たっての課題と考えており、本戦

略では生物多様性の認知度を指

標としております。また、P２で

生物多様性についての説明で

「様々な生きものがいることに

よって、豊かな自然が健全に守ら

れていること」について記載して

いることから、素案の修正はしま

せんが、「生物多様性」の言葉が

広く周知され、認知度が高まるよ

う、戦略に基づく事業の推進にお

いて参考にします。 

 

 

 

 

 

修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

とか」と納得するはずです。子供

たちの為にもその方がよく生物

多様性ということばも浸透する

はず。 

 

第３章（３） 

 ４５の事業について、元は１１

のテーマで、その具体化が４５事

業、その大半がみどりと水のまち

づくり課の担当ですね。多すぎま

す。同課が２.３０名のスタッフ

を抱えているならともかく１０

名にも満たないスタッフでこれ

らを担当するのは不可能なはず。

例えば、テーマ７（楽しむ）など

はPR推進室に全項目お任せする

など、みどりの課が担当するのは

テーマ１、２，３，４中心でよい

と思います。１でも特に③これが

きちんと出来てくれば自ずと市

民にこの戦略が浸透するのです。

身近に自然がないから浸透しな

い。その最も大事なことをしっか

りやってください。P１８の市民

意識の向上、テーマ５，６、７な

どの根本はここです。 

 

 

１－③は、樹林地とあって「谷

津」が入っていません。⑧の水田

の方で考えているのかと思いま

すが、例えば「尾崎金島谷津」は

もはや水田ではなく、地目は「原

野」に変わっていますので、農政

課の担当ではないでしょう。１－

③には是非「谷津」の文言を入れ

ていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

事業を取り組む担当課につい

てですが、担当課の職員で全て実

施するのではなく、市民活動団体

や企業、教育機関等関係者と連携

し事業を効果的に進めることが

できるよう取り組んでまいりま

す。また、生物多様性庁内検証会

議を設置し、戦略の定期的な進捗

を確認してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－③「山林（民有樹林地）の

保全」は、市内の山林をどのよう

に残していくかを検討すること

を事業として記載しております。

また、「尾崎金島地区」について

は、農地として１－⑧「水田の利

活用」において取り組んでいきま

す。 

なお、「谷津」の記載について

は、１－⑧「水田の利活用」にお

 

 

 

 

 

 

修正無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正有り 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

ける事業内容の説明において、

「他地域において湧水、水田が一

体となったビオトープの整備」を

「他地域において湧水、水田、樹

林地が一体となった谷津田環境

におけるビオトープの整備」に修

正します。 

 

２ 

 

オニヤンマ、トノサマバッタ、

ホタルはもちろんのこと、最近は

カタツムリやアマガエルまでも

見かけなくなりました。日本在来

の昆虫等生き物を増やし、研究す

る施設に変更したらと思います。

（千葉大や理科大と協力） 

鳥が集まるとフン害の苦情が出

てくると思うので、外から侵入で

きないよう考慮していただきた

いです。生きている昆虫等の園に

して、子供らに見せてあげたいで

す。アカデミックなイメージも上

がると思います。（総合公園プー

ル） 

総合公園のプールについては、

スポーツ施設として、今後の利用

方法の検討を進めておりますの

で、生きもの等への研究施設への

変更の予定はありません。 

９－①「自然環境調査拠点等を

中心とした活動」で、こうのとり

の里や三ツ堀里山自然園など、自

然環境調査拠点等を中心に、自然

に親しむ活動を進めてまいりま

す。 

修正無し 

  

３ 第３章（３） 

１－③には湿地、川、池、沼、

耕作放棄地も含めてください。荒

廃した林、屋敷林、川、湿地、草

原が点在しています。動植物の住

みやすい環境にするために、市民

の力を借り早急に動き出す。 

 

「コウノトリの里周辺」に限定

しないで、野田市全体の田んぼの

畦道をみどりに戻す。 

 

理由 

私は昨年春より、「竹林整備ボ

 

１－③「山林（民有樹林地）の

保全」は、市内の山林をどのよう

に残していくかを検討すること

を事業として記載しております。

湿地、川、池、沼、耕作放棄地は、

他の事業（１－⑦「農地保全と環

境保全型農業の推進」、１－⑧「水

田の利活用」、1－⑨「水環境の保

全」）で進めてまいります。 

水田や畑地等の農地は多くの

生きものの生息・生育環境として

重要であるため、１－⑦「農地保

全と環境保全型農業の推進」にお

 

修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

ランティア」に参加しています。

メンバーの年齢は、高校生から私

（最高齢 ７７歳）の１０名程度

です。各々の力に応じた働きをし

ながら、協力し合って楽しく作業

しています。専門知識や、経験が

なくても、やっていけることを実

感しました。このようなグループ

があちこちで立ち上がることで、

豊かな自然を蘇らせ、コウノトリ

を含めた生物たちの住みよい環

境が増えていくのではないでし

ょうか。 

 

登山が趣味で、佐渡島の山に登

ったことがあります。頂上からは

広範囲で島内が見渡せました。島

の田んぼの畦道は豊かな緑色で

した。「今上の田んぼの色と全然

違う」と感じました。ふもとの田

んぼでは、かなり高齢の方が草刈

り、鎌で手入れをしておられまし

た。トキとコウノトリでは条件が

違うと思いますが、全市の田んぼ

の畦道が緑になるよう、これも市

民の協力で少しは近づけるかな

と考えています。 

 

方法 

整備場所、作業内容を具体的に

明記。市民の協力を呼び掛ける説

明会を開催。 

 

みどりと水のまちづくり課にお

願い 

地権者との交渉、ごみの処理。

（地権者に負担がかからないよ

う、初めは全て処理しませんか。

いて、野田市全体を対象とし事業

を進めてまいります。 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

きれいに整備することがはじめ

の一歩だと思います。）スタッフ

の皆さんの力を期待します。私

は、1980年に今上耕地に近い山崎

地区の住民になりました。当時は

田んぼには季節の様々な野鳥の

訪れがあり、カエルの大合唱を聞

き、イナゴ狩りの家族連れに出会

い、側溝で動くドジョウやザリガ

ニを見つけ、長閑な風景でした。

現在、辛うじて残っている大切な

自然を蘇らせて「コウノトリも住

む自然豊かな野田」が見たいで

す。 

  

４ 第１章 

生物多様性に対する認識を改

める必要があるのではないかと

思う。 

 

第２章（１） 

「野生鳥獣による農林水産業

被害」という認識は、コウノトリ

が居なくなった原因を振り返っ

ていない。農業を効率的に進める

ために、「農業にとって有害な生

物」を駆除せんと、農薬を多用し

たことがコウノトリの存在を否

定してきたのではないのだろう

か。「多様性」という理念の中に

は、有用生物だけでなく有害生物

をも含んでいるはず。多様性の考

え方を進めるには、「駆除」の考

えを改め、「防御」の範囲でとど

めることが必要なのではないの

だろうか。 

コウノトリを繁殖させることは

「復活」の象徴として目に見えて

 

第１章で生物多様性を低下さ

せた４つの危機や世界や国内の

動きをふまえ、今後の生物多様性

の保全を進めるために必要な事

業として４５の事業を掲げまし

た。 

また、第２章（１）コウノトリ

をシンボルとした取組（P９）に

おいて、生物多様性の保全を継続

し、広域的に連携しながら進める

ために、コウノトリをシンボルと

して位置づけていることを記載

していますので、「国の特別天然

記念物であるコウノトリを生物

多様性のシンボルとして」を「明

治時代の銃による乱獲や農薬の

使用など人間の活動が主な原因

となり、一度は絶滅した国の特別

天然記念物であるコウノトリを

生物多様性のシンボルとして」に

修正します。 

野田市では、コウノトリが生息

 

修正有り 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

よいのかもしれないが、コウノト

リの「餌」や「餌の餌、…」を確

保することが先ではなかったの

だろうか。本来的にはコウノトリ

が自然に集まってくる環境を作

ることが大切だったのではない

かと思う。コウノトリもその餌

も、人類との戦いに敗れて居なく

なったわけで、多様性を大上段に

振りかざしての「自然環境の操

作」は真の意味で多様性を尊重し

ているものではないと考える。な

ぜならば絶滅した恐竜を復活さ

せるものではないから。（鳥類は

恐竜の生き残りかもしれない

が。） 

生物多様性の戦略を考えるに

あたっては、人間による破壊の背

景を考え、タニシの復活であった

りメダカの復活であったり、藻類

の復活であったりも計画に入れ

なければご都合主義に終わって

しまうと考える。それですら人間

の都合の良い自然環境を作り上

げるだけと思われる。 

人間の都合の良い自然環境に「戻

したい」のならば、自然破壊行為

を推進せず、現在行っている破壊

行為を中止することが必要なの

では。隣市の「おおたかの森」は

大切な教訓と思う。 

上記のような視点と反省が素案

には不足していると思う。 

できる場所は、餌となる多くの生

き物が生息できる場所であり、そ

れが人間にとっても安全・安心な

場所であると考え、コウノトリを

シンボルとして取り組んでまい

りました。そのため、市内の複数

箇所で生息環境調査を実施しな

がら、コウノトリの餌となる多く

の生きものが生息できる環境整

備も進めてまいります。 

  

５ 資料編 

江戸川の自然環境を考える会

など所属団体の中にどのような

団体なのか分からない団体があ

 

 歴史調査を含む自然環境調査

員については、今回の戦略を策定

するために市内全域の調査や生

 

修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

る。所属団体について、説明を掲

載してください。 

調査員の所属について、所属団

体がどのような団体なのか、説明

がない。説明がないため、それら

の団体がどのような団体が、どこ

にあり、メンバーが何者で、日常

どのような活動をしているのか

など掲載すべきです。 

歴史の担当が1人なのは少ないの

ではないか。2人以上必要だと思

う。野田市史編さん委員等の専門

家をなぜメンバーに入ってない

のでしょうか。 

 

運河掘削路の図は、建設省の時

代にほぼ同様の図を作成してい

る。担当課はご存じないのでしょ

うか。 

息・生育種の網羅的な把握を行う

ための調査ではありませんが、調

査を実施することにより、野田市

における自然環境の特性と課題

を把握し、必要な取組を戦略の中

に位置づけすることを目的とし

ております。 

また、過去の調査結果等と比較

することで変化の把握や取組み

の進捗評価、目指すべき目標や指

標種、自然拠点の保全を図るため

の課題、必要な取組み（施策）な

どを明らかにするための基礎情

報を得ることも目的としており

ます。 

そのため、現行の戦略において

調査を実施した方が集まり調査

員会を開催し、調査地点や調査体

制などの「自然環境調査実施概要

（案）」を作成し、第３回市民会

議に諮り承認を頂き実施いたし

ました。 

なお、市民活動団体の紹介につい

ては、事業８－②「市民活動団体

や企業による取組の情報収集及

び発信」の中で取り組んでまいり

ます。 

 

P６０江川堤の位置と運河掘削

路の図を含め、歴史環境調査につ

いては、自然環境の拠点である

「江川地区」について、その歴史

的な経緯の中での自然との関わ

りを対象として調査を実施し、結

果として取りまとめていただき

ました。なお、歴史調査を含む自

然環境調査報告書は第６回市民

会議に諮り承認を頂いておりま
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正 

す。 

※頂いた意見については、原文のまま記載しております。 


